年　　　　月　　　　日
【様式３】



ピープル＆カルチャー本部　殿



所　　　　属　　　　　　　　　　　　　　　　　
従業員番号　　　　　　　　　　　　　　　　 
氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　（自署または押印のこと）

試　し　出　社　申　請　書

私は職場復帰を希望し、休務または休職期間の延長上として、試し出社の概要および裏面の試し出社中止基準を十分に理解した上で試し出社を実施する旨、下記関係書類を添えて申請します。
　　
記
　　　　　
1． 試し出勤希望期間　　　　　　　　  年　　　　　月　　　　　日から
（２ヶ月以内）　　　　　　　　 　　   年　　　　　月　　　　　日まで
      
2． 添付書類　　　①　通常勤務が可能である旨を記載した「診断内容書」【様式１】
　　　　　　　　　　  ② 回復状態に関する自己チェックリスト【様式４－１】

以 　上


【会社判断】　　　　記入日　　　　　年　　　　月　　　　日　

試し出社　　　[　可　　・　　不可　]

□　試し出社可能と判断し、上記希望期間の試し出社を許可する
□　試し出社可能と判断し、上記希望期間を変更のうえ試し出社を許可する
□　試し出社を認めず　　　　　　　　　　
　　　　　理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　









試し出社中止基準について

以下に定める試し出社中止基準のいずれかに該当する場合、本人の安全と健康維持を担保できないものとして、安全健康配慮義務の遂行のため、試し出社を中止します。
当社でいう「試し出社」とは完全な労務の提供ができる状態、つまりフルタイムでの通常業務に従
事できる状態で、休務後、即時職場に出社すべきところを、長期休務した社員の心身の負荷に配慮し、
職場復帰支援のために段階的な出社時間・作業で、身体的・精神的な負荷を軽減しながら、円滑な職
場への完全復帰を目指すものです。通常勤務が可能であるとの主治医の診断を前提に、本人の申し
出にもとづいて、産業医等の見解をふまえ、職場での試しを会社が許可します。


	




試し出社中止基準
①理由の如何を問わず、試し出社開始時刻までに、連絡無く出社しないことが発生した場合（１回でも不可）
②理由の如何を問わず、試し出社開始時に設定した出社・退社予定時刻に対し、事前に連絡無く出社時刻を遅らせたり、退社時刻を早めたりしたことが３回に達した場合
③１クール（次回面談までの期間）の在社時間合計が、予定の８割に満たない場合
※但し、最終クールのフルタイム勤務（最低２週間）は、出社時刻を遅らせないこと、また、必ず出社することを原則とする。
④２カ月以内に、フルタイムでの試し出社継続の状態に至らない場合
⑤上記①～④の基準にかかわらず、当日出社時刻を遅らせたり、当日退社時刻を早めたりしたこと、突発休みの事由や状況、本人の状態から総合的に判断して、現段階の回復状況が試し出社開始の前提条件に至らないと産業医が判断する場合
⑥試し出社中に心身の不調や症状の再燃、増悪が認められたとき
⑦試し出社中に職場で円滑なコミュニケーションが図れず、職場秩序を乱す、または業務の円滑な進行を妨げる言動が認められたとき

以　　上
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